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建設業許可基準における経営業務管理責任者要件の改正について

１．改正の背景

建設業法（昭和24年法律第100号）は、軽微な建設工事のみを請け負うことを営業
とする者を除き、建設業を営もうとする者は建設業の許可を受けなければならないこ
ととする許可制度を設けている。同法第７条には許可の基準が定められており、この
うち第１号において、許可を受けようとする者が法人である場合においてはその役員
（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者）のうち常勤であるも
のの１人が、個人である場合においてはその者又はその支配人のうち１人が５年以上
の経営業務の管理責任者経験等を有することが求められている。また、この経営業務
管理責任者経験を有する者と同等以上の能力を有する者について、告示（建設業法第
七条第一号イに掲げる者と同等以上の能力を有する者を定める件（昭和47年建設省告
示第351号 ）において定められている。）

他方、この経営業務管理責任者要件については、平成27年６月30日に閣議決定され
た「規制改革実施計画」において、
・ ５年の経験年数や、同等の能力を有する者の要件の経験年数について、経験を
代替する研修制度の創設などにより一定程度短縮することの可能性について検討
すること

について結論・措置することとされているところ、所要の改正を行うこととする。

※ 同閣議決定においては「建設業の適切な経営を担保するための建設業の許可基準の在り

方について、規制の目的に見合った適切かつ合理的な許可要件等への見直しも含めて、検

討すること」も記載されているが、経営業務管理責任者要件も含めた建設業許可要件の見

直しについては、平成28年10月に設置した建設産業政策会議において現在検討がなされて

いる。

２．改正の概要

○ 建設業法第七条第一号イに掲げる者と同等以上の能力を有する者を定める件（昭
和47年建設省告示第351号 、国土交通大臣に係る建設業許可の基準及び標準処理期）
間について（平成13年国総建第99号）及び建設業許可事務ガイドライン（平成13年
国総建第97号）の改正

上記の告示及び通知について、以下の改正を行うこととする。

① 経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって資金調達、技術者等配置、契約締
結等の業務全般に従事した経験（補佐経験）の一部拡大
経営業務管理責任者要件として認められる経験のひとつとして「経営業務の管

理責任者に準ずる地位にあって資金調達、技術者等配置、契約締結等の業務全般
に従事した経験（補佐経験 」が位置付けられており、この「準ずる地位」につ）
いては、現在「業務を執行する社員、取締役又は執行役に次ぐ職制上の地位にあ
（ ）」 。 、「 、 、る者 法人の場合 が位置付けられているところ この点 組合理事 支店長

営業所長又は支配人に次ぐ職制上の地位にある者」における経験も補佐経験とし



て認めることとする。

② 他業種における執行役員経験の追加
経営業務管理責任者要件として認められる経験のひとつとして「経営業務の執

行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委
譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として建設業の経営業務を総合
的に管理した経験」が位置付けられている。この点、現在は 「許可を受けよう、
とする建設業に関する経験」に限られているところ 「許可を受けようとする建、
設業以外の建設業に関する経験」についても認めることとする。

③ ３種類以上の合算評価の実施
経営業務管理責任者要件として認められる経験（現行４種類）については、現
、 。 、在 一部種類について２種類までの合算評価が可能とされているところ この点

全ての種類に拡大するとともに、経験の種類の数の限定を設けず合算評価するこ
とを可能とする。

④ 他業種経験等の「７年」を「６年」に短縮
経営業務管理責任者要件として認められる経験のうち 「許可を受けようとす、

」 、る建設業以外の建設業に関する経営業務の管理責任者 としての経験については
現在７年以上要することとしているが、これを６年に短縮することとする。あわ
せて、②の経験及び経営業務を補佐した経験についても、同様に６年とする。

３．今後のスケジュール（予定）
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